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    エ 被用者保険代表委員 （１名） 
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（２） 事務局職員 
健康医療部長 岩田 光正 
保険年金課長 花田 隆一 
健康推進課長 仲山 智恵 

  他保険年金課、健康推進課職員 
        

４ 一般傍聴者 ９名 
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◆審議内容（要旨） 

 

議題 令和２年度 国民健康保険事業の運営について 

 
【福岡県国保事業費納付金の激変緩和措置見直しについて】３・４・５・６ページ 
【令和２年度 保険料の積算、一人当たり保険料(見込み)、保険料率(見込み)】 

１６・１７・１８ページ 
委 員 北九州市の令和２年度予算では保険料を上げないという言い方をしていたと思う

が、資料の数字を見ると負担が増えるということなので、その辺りを明確に説明し

て欲しい。また、激変緩和措置が今年度対象にならなかったということをもう少し

詳しく説明して欲しい。それと、６年間の激変緩和措置があるという話だが、北九

州市は、令和２年度は対象にならないが、令和３~５年度は激変緩和措置が続くとい

うのがよく分からない。 
事務局 まず、県単位化後の当初３年間は保険料を上げないと言っていたのではないかと

いうところだが、県が当初の予定通り、自然増を含めて一定割合＝０％にするとい

う激変緩和措置を３年間できていれば、負担が増えないので、保険料を上げる必要

はなかった。本市の場合は県単位化１年目から激変緩和措置の対象となっていたた

め、平成 28 年度の水準から納付金が増えず、保険料も上げずにすんでいた。これま

で激変緩和の対象となっていた市町村からは、もう１年継続して欲しいという意見

はあった。 
県単位化にあたっては、制度改正の前後で、負担が上がるところと下がるところ

が出てくるが、制度が変わることによって負担が上がるというのは説明しにくいこ

となので、負担が下がる市町村が、負担が上がる市町村を補うことで激変緩和をす

るという仕組みになっている。それだけであれば、３年目に見直すということには

ならなかったのだが、自然増、つまり保険給付が年々増える分まで含めて、０％に

おさえる緩和措置をすると福岡県は決めていた。保険給付がそれほど増えなければ、

ここまで問題にはならなかったと思う。先ほど６ページの資料で説明したが、平成

２８~令和２年度まで福岡県全体で保険給付の自然増が 12.4％もあった。実際の一人

当たり納付金の伸び率は、福岡県全体で 7.9％であり。差の約 4％は、公費が入って

皆が恩恵を受けたところである。その公費の範囲内で納付金が増える程度であれば

問題にならなかったが、新たに公費が入った分を超えて、大幅に保険給付が増加し

ている。福岡県内の市町村が 60 ある中で、最初の年は激変緩和対象の 24 市町村を、

36 市町村がカバーするかたちで特に問題はなかった。しかし令和元年度は 51 市町村

を 9 市町村がカバーするかたちになったので、制度改正分だけではなく 51 市町村の

保険給付が増える分まで、9 市町村の納付金に反映されることになってしまった。つ

まり、激変緩和対象外の市町村は、激変緩和措置をすることによって納付金が前年



より大幅に増えることとなり、激変緩和措置を見直すこととなった。本市も激変緩

和措置を受けていた２年分のしわ寄せがきて、全体で 7％と大幅に納付金が増えるの

で、保険料を上げなければならなくなったところである。 
次に、来年度から本市は激変緩和の対象にならないが、令和５年度まで激変緩和

措置が実施されるのはどういうことかと言うと、見直しによって激変緩和の対象か

ら自然増分を外すと、制度改正によって負担増となる部分のみを補うものとなるが、

ずっと補い続けることはできないので、段階的に緩和するものとしなければならな

い。激変緩和をしなければ２割以上負担が増える市町村がいくつかあるので、そこ

を段階的にやっていく。そういった市町村は、見直し後も激変緩和の恩恵で若干負

担は減るが、そもそも２割も増えるところなので、将来的にはどんどん負担が増え

ていく。激変緩和を受け続けることは、間違いなく自然増以上に負担が増えていく

ことになる。激変緩和から外れた市町村は、自分のところの自然増分だけで今後の

保険料を考えることができる。そういった意味で言うと、本市が激変緩和の対象か

ら外れたことについては、見直し後も激変緩和の対象となるほど厳しい状況でなく

て良かったと思っている。これが激変緩和の対象のままであれば、自然増プラスで

毎年保険料を上げなければならない。また、県内 60 市町村の被保険者の内、北九州

市が約 2 割、福岡市が約 3 割を占めており、残りの 58 市町村と全く規模が違う。見

直し後の激変緩和対象となっている市町村には、規模の大きいところはない。その

ため、激変緩和をするための財源もそれほど必要ない状況である。本市は激変緩和

対象外となり、支える側に回ったが、それほど大きな負担にはならない。令和２年

度も県の計画通りであれば、国の示す激変緩和財源で充分に賄える。あとは本市と

しては、保険料を納付金に合わせて１年で 7％上げるというのは負担が大きいので、

本市独自で何年間かかけて激変緩和を考えていきたい。 
委 員 要するに、北九州市の令和２年度は保険料が上がるということで間違いないか。

先ほどの資料では、令和２年度は上げませんと書いてあったが、それはどういうこ

とか。 
事務局 それは一人当たり保険料と、実際それを保険料率にしたらどうかの違い。一人当

たり保険料というのは、集めなければいけない金額を被保険者数で割った数字であ

り、目安として説明に使っているものである。１６ページにあるように、考え方を

まず決める必要がある。中でも、後期高齢者支援金分と介護納付金分はルールとし

て決まっているので、これは本市でどうすることもできない。それだけでも４０歳~
６４歳の方は一人当たり約５千円上がることになったので、後は医療分を、繰越金

等を使ってどう調整するかというかたちになった。まず、一人当たり保険料を据置

くという考え方を決め、１７ページにあるように、増減０とした。そこから保険料

率を計算する訳だが、料率というのは被保険者数や世帯数などで変わってくるので、

据置きと言いながらも上がるときも下がるときもあるが、令和２年度の医療分は、



１８ページにあるように結果として上がるかたちになった。 
委 員 福岡市の保険料が２~３千円上がると新聞に載っていたが、この場合、北九州市は

どれくらい上がるのか。 
事務局 後期高齢者支援金分と介護納付金分の保険料はかなり上がっている。据置いたの

は医療分だけ。福岡市は、全ての被保険者が負担する医療分と後期高齢者支援金分

で 2,000 円値上げをする。内訳で言うと、医療分が 439 円、後期高齢者支援金分が、

1,561 数十円、合わせて 2,000 円。本市も同じ考え方でいくと、1,638 円上がる。あ

とは４０歳~６４歳までの方が負担する介護納付金も市町村ごとでそれぞれ違うの

で、福岡市は 2,300 円ほど上がると聞いているが、北九州市の場合は 3,356 円上が

る。後期高齢者支援金分と介護納付金分は、決まった納付金額を被保険者に割り振

るしかないため、被保険者数の減少や、２年間据置いてきた分の反動もあり、大き

く増えることとなった。そこのバランスを考えて、医療分については令和２年度も

据置くということで、できる限りの努力をしたところである。 
委 員 令和２年度は、医療分を据置いていただいたが、今の説明からいくと、令和３年

度、４年度は、医療分も上がっていくと覚悟しておかなければならないということ

か。 
事務局 県が決める納付金額を支払っていかなければならないので、納付金が増えていけ

ば本市としては、独自の激変緩和を実施し、保険料の上り幅を緩やかにすることし

かできない。最終的なゴールがどこになるのかは、これから保険給付がどの程度伸

びていくのか次第である。ジェネリック使用による医療費の抑制、レセプトの点検、

交通事故等の第三者求償など色々な努力はしているが、分母となる保険給付自体が

この勢いで増えていくと、どうしても被保険者の負担を増やさざるを得ない。それ

は本市だけでなく福岡県全体、国保に限らず健康保険制度全体の課題だと思ってい

る。保険給付が伸びるにしたがって負担も増えていくことになるので、持続可能な

制度として健康保険制度を維持していくためには、やはり給付の方も、健康づくり

や重症化予防など、皆が考えないといけない時代に来ている。 
委 員 先ほど、国保には構造的な問題もあると言っていたが、この根本的な解決ができ

ないのは厳しいなという印象を受けた。これから先、赤字の繰入金を減らさなけれ

ばペナルティが付くという県や国のやり方では、足りない分を被保険者に負担して

もらうしかない。結果、保険料が上がっていくことになる。繰入金を減らす方向以

前に、これ以上負担が増えないように、国や県に補助金等を要望していただきたい。

国保は、被保険者の高齢化や無収入・非正規の方が多くなり、財政状況が昔と全然

違うという現状をそのままにして、被保険者の負担を増やすばかりになっている。

医療費もこれから先、減ることはなく増えていく一方で、国民の所得が上がってい

る訳ではなく、負担が増えるばかりで、なかなか受診できずに医療費がまた増える

という悪循環が生じている。当たり前のように、年々負担を上げるということのな



いよう、慎重に考えていただきたい。 
事務局 まず、国保の構造的な問題は理解しており、保険料もできる限り上げずにすむよ

うに努力しているところで、公費の拡充などを要望している。しかし現実を見なけ

ればならないため、現状では保険料を上げざるを得ない。仕方ないと思っている訳

ではないことはご理解いただきたい。それから赤字の繰入金についてだが、市町村

によっては赤字繰入ができるところとできないところがあり、特に規模の小さい市

町村では、一般会計に余裕がなく、高い保険料になっているところもある。福岡県

の場合、60 市町村あるが、保険料はバラバラで、低く抑えているところもあれば、

かなり高いところもあるのが現実。そのような中で、健康保険制度として、そもそ

も受けるサービスは同じなのに、負担が大きく違うのはどうなのか。所得や家族構

成が変わらなくても、住む市町村によって保険料が大きく変わってしまう。県単位

化に合わせて、標準保険料率を県が示すようになったこともあり、後期高齢者医療

制度のように、県内どこに住んでいても同じ保険料で同じ医療サービスを受けられ

るようになることを目指していくべき。でなければ規模の小さなところでは破綻す

る恐れもある。そのためにも、様々な課題はあるが、保険料均一化についても議論

していかなければならない。まずは各市町村でしている赤字の繰入をやめるなど、

一度整理しなければ均一化は難しい。最終的には、給付と負担のバランスを考える

必要がある。どこかの誰かが負担してくれる訳ではない。繰入金を入れることは、

一般会計で使えるお金が減ることになるし、国保被保険者以外の方に負担していた

だくことにもなるので、理解を得られるものでなければならない。そのためには、

どういう努力をしているかが大事だと思う。社会全体で高齢化が進んでいく中、負

担する側と負担される側のバランスが、今後何年かでさらに大きく変わっていくと

いうこともあり、若い世代にどこまで負担してもらうかという議論も含めて、大き

な話として皆が考えないといけないところに来ていると思っている。決まった制度

の中で、本市としてできるのは、できるだけ国や県からの公費を得て、被保険者の

負担を減らすことである。保険者努力支援制度では、与えられたルールの中で、い

かに点数を取るかで得られる公費が決まるため、保険料を少しでも減らせるよう努

めている。 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
報告 令和２年度 特定健診・特定保健指導について 
 
委 員 健診受診率の実績はほとんど変わっていないが、政令市順位が下がっているのは、

他都市が上がってきているということだと思うが、他都市の受診率が上がっている

理由の検証はしているのか。 



事務局 受診率が上がっている都市がどのような取組みをしているかについては、国保連

合会が取りまとめをして情報提供を受けているが、効果があった取組みは本市でも

すでに実施しているものがほとんどである。より効果的な取組みが必要だとは考え

ており、他都市の状況を聞きながら、勉強しているところである。 
委 員 ５年ほど前から、健康マイレージ事業を実施していると思うが、それを始めたに

も関わらず受診率がそれほど上がっていないというのは、費用対効果はどうなのか

と感じている。 
事務局 受診勧奨は、健康マイレージ事業だけではなく、未受診者に対する働きかけなど、

色々な啓発をしている。引き続き努力していきたいと思っているので、是非とも委

員の皆様にも、お声かけをよろしくお願いしたい。 
委 員 協会けんぽとしては、被保険者も被扶養者も受診率を延ばしていかなければいけ

ないところだが、特に被扶養者の受診率向上が課題である。取組みとして、例えば

ショッピングモールで集団検診を実施し、買い物の途中で健診が受けられますとい

う案内をしたり、地理情報システムを利用して、自宅から１番近くにある補助対象

の健診機関はここですという表示をして案内をしたりしている。そうすると若干効

果が得られているので、ご紹介しておく。 
 



議題

令和２年度 北九州市国民健康保険事業の運営について
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福岡県国保事業費納付金の
激変緩和措置見直しについて

【国民健康保険事業費納付金】
〇 県全体の国保の財政運営に必要な費用のうち、国・県費等の公費で賄われ

ない部分を県内全市町村で分かち合う制度。

○ 納付金は、医療費水準及び所得水準に応じて各市町村に割り当てられ、市

町村は納付金を賄うために保険料を賦課する。

【激変緩和措置とは】
○ 福岡県では、新制度への移行を円滑に図り、制度変更による市町村の実質

的な財政負担の上昇を抑制するため、制度施行３年間（Ｈ30年度～Ｒ2年度）

は、自然増を含めて「一定割合＝０％」とする激変緩和措置を実施。

※ 激変緩和措置をするための対応

平成30年度：国の暫定措置による激変緩和費用を活用（15.6億円）

令和元年度：国の暫定措置による激変緩和費用を活用（13.9億円）

国により設けられた特例基金を全額活用（11.7億円）

県繰入金による対応（174.3億円） ３



福岡県国保事業費納付金の
激変緩和措置見直しについて

【激変緩和措置の見直し】
〇 令和２年度以降の激変緩和措置の方針

令和元年度納付金の算定結果及び将来見通しを踏まえ、制度施行後３年間、

自然増を含めて「一定割合＝０％」とする激変緩和措置の方針を１年前倒

して、令和２年度の納付金算定から見直す。

※ 激変緩和措置の方針を見直す理由

・ 減少傾向にあった保険給付費が、平成３１年度増加に転じ、増加傾向にあった

公費等が平成３１年度大幅に減少。

・ 本県の将来推計では、被保険者は減少傾向であるが、一人当たり保険給付費

は一貫して増加傾向の見込み。

４



福岡県国保事業費納付金の
新たな激変緩和措置の方針

〇 令和５年度まで激変緩和措置を実施する。

〇 一定割合＝自然増＋αとする
・ 自然増を１人当たり保険給付費等の伸び率（Ｈ28比）とする。

※ 令和２年度は平成28年度比で12.4％

・ αは「激変緩和の収束に向けた調整値」と「一人当たり納付金
の県平均伸び率と自然増との差」で構成する。
※ 令和２年度は2.4％と▲4.5％で、αは▲2.1％

令和２年度の一定割合（激変緩和措置のライン）：１０．３％

５



６

国保運営事務に係る市町村
説明会資料（福岡県作成）



福岡県の令和２年度納付金算定について

厚生労働省が示した確定係数を基に、令和２年度納付金算定を行った。

【主な変動要因（対前年度）】

（歳 出）

・ 一般被保険者数は減少（2.4％減）しているが、保険給付費は、

５７億円増加

・ 後期高齢者支援金は１億円減少

・ 介護納付金は１５億円増加

（歳 入）

・ 前期高齢者交付金は９７億円増加

・ 全国の所得水準上昇に伴い、普通調整交付金が６億円増加

７



令和２年度１人あたり納付金額（一般分）

市町村名
H28納付金相当額

（決算ベース）
Ａ （円）

R2納付金額
（負担緩和前）
Ｂ （円）

左の
対28年度伸び率

Ｂ／Ａ（％）

北九州市 126,073 134,829 107.0

８

R2納付金額
（負担緩和後）
Ｃ （円）

左の
対28年度伸び率

Ｃ／A（％）

134,829 107.0

令和２年度については、激変緩和措置の見直しにより、一定割合が
１０．３％となる。〔北九州市は激変緩和措置対象外〕



北九州市の令和２年度納付金額

• 医療分 １９，２５５，１９７，９５７円

• 後期高齢者支援分 ５，２７５，５８０，０５２円

• 介護納付金分 １，７９２，４１７，６３８円

北九州市納付金額 ２６，３２３，１９５，６４７円

９



令和２年度標準保険料率
福岡県標準保険料率 市町村標準保険料率

市町村標準保険料率
（北九州算定方式）

【参考】
令和元年度
北九州市保険料率設定条件

保険料が県内均一化され
た場合の保険料率

国のガイドラインに基づき
２方式で算定

左欄との違いは、県
内均一化されるまで
の間、所得水準と医
療費水準を考慮して
算定

左欄との違いは、北九
州市の現状の応能：応
益の割合で算定

応能：応益 ４４：５６ ４４：５６ ４７：５３ ４７：５３

予定収納率 － ９０．７２％ ９０．７２％ ９３．００％

医
療
分

所得割 7.90％ 7.88％ 9.03％ 7.71％

均等割 46,124円 28,387円 24,332円 20,270円

平等割 － 30,402円 29,059円 23,790円

支
援
分

所得割 2.63％ 2.60％ 3.00％ 2.80％

均等割 15,088円 9,191円 7,937円 7,180円

平等割 － 9,843円 9,478円 8,550円

介
護
分

所得割 2.44％ 2.43％ 2.97％ 2.57％

均等割 17,931円 11,050円 9,173円 7,730円

平等割 － 8,651円 8,082円 6,930円

１０



納付金等の財源

• 国民健康保険の収入及び支出は、国民健康保険法第１０条
に基づき、特別会計を設置し、運営。

• 市が負担する納付金等の財源については、保険料、国県支
出金と繰入金で賄うことが原則。

• 国民健康保険は、低所得者が多く加入しているため、保険料
が過度な負担とならないよう、一般会計（税金）からの法定外
繰入を実施してきた。しかし、福岡県国保運営方針により、決
算補填等目的の繰入（赤字）は計画的に削減・解消が必要。

【医療分】

【後期高齢者支援金分・介護納付金分】

保険料 一般会計繰入金
（法定・法定外）

国県支出金

保険料 一般会計繰入金
（法定）

国県支出金

１１



１２

厚生労働省保険局資料



厚生労働省老健局資料

１３



保険料軽減の改正による影響

区分
平成３１年４月

現在
改正の

影響見込

２割軽減 １６，１３０ １７７

５割軽減 ２３，３４１ ３８８

７割軽減 ５１，１２２ 変更なし

合計 ９０，５９３ ５６５

国保世帯に
占める割合 ６６．９％ ―

７割
５割

２割

応能割（４７％）
（所得割）

応益割（５３％）
（均等割・平等割）

保
険
料
額

世帯の所得

・ 保険料軽減制度の２割、５割の判定所得基準額の見直しを行う。

【２割】 （Ｒ１年）基準額 ３３万円＋５１万円×被保険者数
（Ｒ２年）基準額 ３３万円＋５２万円×被保険者数

【５割】 （Ｒ１年）基準額 ３３万円＋２８万円×被保険者数
（Ｒ２年）基準額 ３３万円＋２８．５万円×被保険者数

ポイント
保険料軽減の拡充により、約５６０世帯が新たに軽減を受ける。

１４



保険料の賦課限度額の改正概要

ポイント
保険料の負担に関する公平性の確保を図るため、所得の高い世帯への
負担の適正化を図る。

１５

区 分 医療分
後期高齢者
支援金分

介護
納付金分

合計

見直し案 ６３万円 １９万円 １７万円 ９９万円

現 行 ６１万円 １９万円 １６万円 ９６万円

増 減 ＋２万円 ＋０万円 ＋１万円 ＋３万円

医療分について２万円、介護納付金分について１万円の引上げを行う。

【改正効果】
上位所得者からの保険料収入が増加することで、中間所得者層の被保険者からいただく

保険料収入が減少するとともに、所得割料率が減少する。

令和元年度の被保険者で試算すると ⇒

７割
軽減

５割
軽減

２割
軽減

応能割（４７％）
（所得割）

応益割（５３％）
（均等割・平等割）

保
険
料
額

世帯の所得

区分 医療分

増加する世帯 1,200世帯

減少する世帯 69,300世帯



令和２年度 保険料の積算

【令和元年度積算方法】

県が、「自然増を含めて一定割合＝０％」の負担緩和を

維持することから、本市の保険料については、平成３０年度

１人当たり保険料に据置く。

【令和２年度積算方法】

医療分

⇒ 北九州市独自の激変緩和措置として 令和元年度

１人当たり保険料に据置く。

後期高齢者支援金分、介護納付金分

⇒ 県が示した国保事業費納付金から算定した必要額。
１６



令和２年度 一人当たり保険料（見込み）

• 一人当たり保険料とは、保険料として徴収すべき額（調定額）
を被保険者数で割った額

区分 医療分
後期高齢者
支援金分

医療分＋
後期高齢者
支援金分

介護
納付金分

※

Ｒ２ ５３，４５２円 ２０，６９２円 ７４，１４４円 ２３，６０３円

Ｒ１ ５３，４５２円 １９，０５４円 ７２，５０６円 ２０，２４７円

増減 ±０円 ＋１，６３８円 ＋１，６３８円 ＋３，３５６円

ポイント
医療分の一人当たり保険料は、令和元年度と同額で据え置き。

１７

※ 介護納付金分の対象者は４０歳～６４歳の方



令和２年度 保険料率（見込み）

• 保険料率とは、保険料を計算するための基礎となる額・率

均等割額 ＝ 保険料賦課総額×３０％÷被保険者数

平等割額 ＝ 保険料賦課総額×２３％÷世帯数

所得割率 ＝ 保険料賦課総額×４７％÷前年被保険者総所得金額

※保険料賦課総額＝（一人当たり保険料×被保険者数）＋軽減・減免額

※参考：H３０とＲ１の比較（増減額）

区分
医療分 後期高齢者支援金分 介護納付金分

均等割 平等割 所得割 均等割 平等割 所得割 均等割 平等割 所得割

Ｒ２ 20,290円 24,440円
5月
決定

7,840円 9,440円
5月
決定

8,990円 7,950円
5月
決定

Ｒ１ 20,270円 23,790円 7.71％ 7,180円 8,550円 2.80％ 7,730円 6,930円 2.57％

増減 ＋20円 ＋650円 ― ＋660円 ＋890円 ― ＋1,260円 ＋1,020円 ―

１８

増減 ▲40円 ▲310円
▲0.19

％
▲20円 ▲110円

▲0.05
％

▲30円 ▲50円
▲0.01

％



令和２年度 モデル保険料の試算

※ ①は、「７割軽減」、②・⑥は、「５割軽減」、④・⑦は、「２割軽減」

１９

区分 Ｒ２ Ｒ１ 増減

年金収入世帯
（６５歳以上単身）

①年収100万円 １８，５９０円 １７，９２０円 ＋６７０円

年金収入世帯
（６５歳以上夫婦）

②年収200万円 ９４，４５０円 ９２，９９０円 ＋１，４６０円

③年収300万円 ２４４，６３０円 ２４１，７３０円 ＋２，９００円

給与収入世帯
４０歳未満夫婦

子どもなし

④年収200万円 １６５，６３０円 １６３，３００円 ＋２，３３０円

⑤年収300万円 ２５７，２４０円 ２５４，３４０円 ＋２，９００円

給与収入世帯
４０歳以上夫婦

子ども２人

⑥年収200万円 １５９，３５０円 １５５，４４０円 ＋３，９１０円

⑦年収300万円 ３０２，６２０円 ２９６，３５０円 ＋６，２７０円

⑧年収400万円 ４３３，９１０円 ４２６，１１０円 ＋７，８００円

※ この保険料は、令和元年度賦課時点の所得総額で試算したものであり、
本年６月の保険料算定時には変動する。



令和２年度 国民健康保険特別会計予算案

歳出 （単位：百万円）

項目 令和２年度 令和元年度 増減 主な増減理由

保険給付費 ７２，２９０ ７１，８８５ ＋４０５ １人当たり保険給付費
の増

国保事業費納付金 ２６，３２３ ２５，１０９ ＋１，２１４ 激変緩和措置の見直し

保健事業費 ８５９ ８６４ ▲５ －

その他 １，８５４ １，９２８ ▲７４ ―

合計 １０１，３２６ ９９，７８６ ＋１，５４０ ―

２０



令和２年度 国民健康保険特別会計予算案

歳入 （単位：百万円）

項目 令和２年度 令和元年度 増減 主な増減理由

保険料 １５，５７１ １５，３３０ ＋２４１ １人当たり保険料の増

県支出金 ７３，４５９ ７２，３４９ ＋１，１１０ 激変緩和措置の見直し

一般会計繰入金 １０，５８３ １０，６２４ ▲４１ ―

繰越金 １，５２３ １，２９４ ＋２２９ ―

その他 １９０ １８９ ＋１ ―

合計 １０１，３２６ ９９，７８６ ＋１，５４０ ―

２１



条例改正案件

◆ 北九州市国民健康保険条例の一部改正

・ 保険料軽減判定基準の引上げ

（５割・２割軽減の判定基準）

・ 医療分、介護分の賦課限度額の引上げ

２２



都道府県単位化の国保財政の仕組み（イメージ）

医療給付費等
（後期高齢者支援金、

介護納付金含む）

医療給付費等
保健

事業等
納付金

保険給付費等交付金

県内医療給付費等
（後期高齢者支援金、介護納付金含む）

国・県等の公費
（前期高齢者交付金含む）

保険料収納必要額
（国保事業費納付金）

県単位化前 県単位化後（現在）

【福岡県】

【北九州市】

被保険者

国・県等の公費
（前期高齢者交付

金含む）

一般
会計

繰入金

保険料
必要額

【北九州市】

[歳出] [歳出]

[歳出]

[歳入]

[歳入][歳入]

Ｂ市

Ｃ市

一般
会計

繰入金

保険料
必要額

保健
事業等

国・県等の公費
（市町村分）

被保険者

納付金の納付

保険料の決定・賦課
保険料の徴収

納付金の決定
標準保険料率の提示

本市における保険料の決定・賦課
保険料の徴収

貸付・交付償還

財政安定化基金



 

「一定割合＝０％」とした理由 

円滑な制度施行のために、改革初年度は被保険者の負担を極力抑えるという国からの要請 
歳出：被保険者数の減少に伴い、保険給付費が平成２７年度をピークに減少傾向 
歳入：制度改革に伴い、普通調整交付金等の国費が拡充。前期高齢者交付金も増加傾向 

 ≪平成３０年度納付金算定の結果≫ 

１人当たり納付金額（県平均）： 127,023 円 （平成 28 年度比 99.1％） 

激変緩和措置対象団体数： 24 団体 

激変緩和措置対象額： 1,304,562,807 円 

国の暫定措置等： 1,564,086,000 円 （残額は全市町村に均等に配分） 

特例基金： 0 円 

県繰入金： 0 円 

２ 平成３１年度納付金算定について 

平成３１年度納付金算定において、 
歳出：減少傾向にあった保険給付費が平成３０年度と比べて増加 
歳入：増加傾向にあった前期高齢者交付金や普通調整交付金等の公費が大幅に減少 

 平成３０年度納付金算定時から状況が変化し、納付金額が大きく増加。 

 

 

国の暫定措置等： 1,385,803,000 円  

特例基金： 1,174,947,269 円 （年度内に全額取崩し予定）

県繰入金： 17,434,697,848 円  

３ 本県の将来見通しについて 

本県の令和２年度以降の状況を推計したところ、 
  被保険者数：一貫して減少傾向にあり、令和４年度以降は、毎年度５万人以上が減少の見込み

  保険給付費総額：令和３年度まで増加し、令和４年度からは減少の見込み

  １人当たり保険給付費：一貫して増加傾向の見込み 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 激変緩和措置の見直しについて 

 ○令和２年度以降の激変緩和措置の方針 

平成３１年度納付金算定結果及び将来見通しを踏まえ、制度施行３年間「一定割合＝０％」とす

る激変緩和措置の方針を、１年前倒して、令和２年度納付金算定から見直すこととする。 

＝激変緩和措置の方針（現行）＝ 

・制度施行３年間（平成３０～令和２年度）は、「一定割合＝０％」（平成２８年度負担水準を

超えない）。激変緩和措置を実施する。 
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保険給付費の見通し
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前期高齢者交付金の見通し（百万円）
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360,005 360,596 

保険給付費の推移

第３回試算
H30本算定

H31本算定

126,137 
130,453 

133,703 

127,127 
131,419
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140,000

前期高齢者交付金の推移（百万円）

第３回試算
H30仮算定

H31本算定
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被保険者数の推移（推計）（人）
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（93.9％）

（ ）対前年比

3,606 3,657 
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保険給付費総額の推移（推計）（億円）

329,375 340,762 
357,181 

370,123 380,746 391,036 
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１人当たり保険給付費の推移（推計）（円）

（参考）令和２年度年齢階層別保険給付費等（推計） 

減少の見込み 

増加の見込み 

R4 年度から、団塊の世代

が徐々に後期高齢者医療

制度に移行するため、毎

年 5 万人以上減少 

70 歳代の 1 人当たり保険給付費年額は他の年

齢階層に比べて高く、被保険者数も多いため、

保険給付費総額を引き上げる要因となる。 

70 歳代となった団塊の世代の動きが保険給付

費給付費総額の推移に影響を与えている。 

財
源 

年齢階層 0～14歳 15～39歳 40～64歳 65～69歳 70～74歳

1人当たり

保険給付費年額
129,579円 120,048円 347,196円 397,385円 526,291円

被保険者数 84,514人 199,256人 334,438人 191,849人 263,097人

（構成比） （7.9％） （18.6％） （31.2％） （17.9％） （24.5％）

保険給付費総額 110億円 239億円 1,161億円 762億円 1,385億円











令和２年度特定健診・特定保健指導について 

１ 特定健診実施体制 

（１）対象者  北九州市国民健康保険加入の４０歳～７４歳 

（２）実施方法 

個別方式：北九州市医師会加入の協力医療機関（約５００機関） 

集団方式：区役所や市民センター等（約３００回） 

（３）実施時期 

通年。５月中旬までに対象者約１５万２千人に受診券送付（令和元年度実績）。 

 

２ 特定保健指導実施体制 

個別方式：特定健診を受診した個別医療機関で実施 

集団方式：特定健診を受診した集団健診実施機関で実施 

 
３ 目標値と実績（法定報告値） 

項目 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

健診 

受診率 

目標値
＊
 40.0％ 45.0％ 50.0％ 60.0％ 40.0％ 

実績 34.6％ 35.6％ 35.8％ 36.1％ 36.6％ 

政令市順位 3 位 4 位 4 位 5 位 5 位 

特定保健指導 

実施率 

目標値
*
 40.0％ 45.0％ 50.0％ 60％ 35.0％ 

実績 30.2％ 28.7％ 30.0％ 27.9％ 31.9％ 

＊平成29年度までは第一期データヘルス計画、平成30年度からは第二期データヘルス計画の目標値。 

 

４ 特定健診受診率及び特定保健指導実施率向上への取組  

（１） 広報活動：市政だより、ホームページ、市民センターだより等に掲載 

（２） 地域ボランティアによる働きかけ：健康づくり推進員・食生活改善推進員 

（３） 健康づくり事業との連携： 

健康マイレージ事業、地域で GO！GO！健康づくり事業やイベント等 

（４） 未受診者対策：未受診者に対し電話及びハガキ、訪問による受診勧奨 

（５） かかりつけ医との連携 

（６） 専門職の訪問による受診勧奨 

 

５ 市国保として独自に実施している健診後の事後フォロー 

（１） 特定保健指導の対象外で、生活習慣病予防及び重症化予防が必要な者（受診勧奨

値がある等）へ保健指導実施。 

（２） 腎機能低下から人工透析に移行することを予防するため、健診結果から、かかり

つけ医、腎臓専門医の受診をスムーズにつなぐ、ＣＫＤ（慢性腎臓病）予防連携シ

ステムの運用。 

（３） 糖尿病性腎症重症化予防のため、「糖尿病連携手帳」を活用した多職種連携による

支援体制の整備や、糖尿病の未治療者・治療中断者等への専門職による保健指導（訪

問）を実施。 


